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抄録

　１９７０年，建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）の制定に伴い設立された

公益財団法人日本建築衛生管理教育センターでは，調査情報部門を設けて建築物衛生に関する問題点

と対策について総合的な検討を進めている．本稿では，近年，建築物衛生の観点から対応が求められ

ている代表的な課題のうち，特に管理上で問題になっている事項に焦点を当て，対処と改善の歴史を

振り返りながら，今後の対応や方向性について解説した．

　空調管理においては，個別方式空調の普及に伴い，パーティションで区切られた個室的な区画が増

加する傾向があるため，従来よりも測定点の合理的な選定が困難となっている事例を示した．また，

測定機器の複合化が進む中，精度管理上の問題から，測定結果に影響が生じる可能性を示唆した．

　次に，給水管理では，貯水槽清掃の消毒作業時に気相中に有害物質が発生する可能性があるため，

槽内の十分な換気と塩素ガスや塩化水素に対する保護具の着用について周知徹底を図ることの必要性

を述べた．排水設備の点検・診断では，不適合の事例が多く，特にグリース阻集器での硫化水素によ

る悪臭や中毒事故の発生が危惧されている．また，施工が容易で安価な浅型グリース阻集器での逆流

事故や排水管の詰まりも問題となっている．建築物清掃で使用する剥離洗浄廃液は排出基準値を超え

る場合があり，公共用水域に排出されると，水質を悪化する恐れがある．しかしながら，水質汚濁防

止法，下水道法，建築物衛生法のいずれも廃液処理方法を定めていないため，具体的な廃液処理方法

の作成が求められている．また，建築物衛生法では，総合的有害生物管理に基づく有害生物の管理対

策が規定されているが，安定して実施されているとは言い難い現状であり，様々な課題が提起され

ている．

　その他，保健所の建築確認時審査には，より現状の管理に対応したマニュアル作成が求められてい

ることも示唆した．また，制定以来の懸案となっている一般住宅や社会福祉施設などへの対策や，特

定建築物の規模の拡大についても検討が必要であることを提案した．
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I. はじめに

１９７０年に制定された「建築物における衛生的環境の確

保に関する法律（以下，建築物衛生法）」が基本的理念

とする建築物環境衛生は，人の健康及び生活に有害な影

響を及ぼす可能性のある建築物内外の環境に発生する要

素を制御すると共に，人の活動に対し快適で効率的，か

つ衛生的な環境を確保することを目標としている．また，

医学，建築学などの複数の専門分野が互いに有機的に関

連することから，総合科学の視点からの対応をめざして

いる．一方，建築物環境衛生管理は，建築物環境衛生を

実践するための技術的な手段であり，空気環境の調整，

給水および排水の管理，ねずみ・昆虫等の防除，清掃・

廃棄物管理等を内包する俯瞰的知識や技術力を必要とす

ることに大きな特徴がある．

このため，総合的な技術と専門的な学識に裏打ちされ

た建築物環境衛生に関する問題点と対策を検討する機関

として，公益財団法人日本建築衛生管理教育センターは，

１９７０年の設立以来，調査情報部門を設けて専門分野毎に

独自の調査研究や厚生労働科学研究への協力や，各種関

連学会との協力事業などを行ってきた．

なお，建築物衛生法制定当初の１９７０年代には，法の基

本骨格となる建築物環境衛生管理基準の具体的な検討を

積極的に進め，特に空気環境測定においては，建築物管

理技術調査研究結果 [１, ２] より，測定回数・測定場所の
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Abstract

　The Japan Architecture and Health, Management and Education Center (JAHMEC), a public interest 
incorporated foundation, was established with the enactment of the Act on Maintenance of Sanitation in 
Buildings (Building Sanitation Act) in 1970. The Research and Information Department of JAHMEC has 
been conducting a comprehensive study on issues/problems and countermeasures related to building 
sanitation.
　In particular, in this paper, we focused on management issues among those representative issues of 
recent years that require actions from the perspective of building sanitation. In addition, 
countermeasures and future directions are discussed.
　The first issue is air conditioning management. With the increase of individually distributed air-
conditioning systems, the number of private-room type compartments divided by partitions is 
increasing, which makes it more difficult to select points of measurement. We also suggested the 
possibilities that measurement results may be affected by increasingly complex measurement 
equipment in terms of precision.
　The next issue is water supply management. Since it is possible for toxic substances to be generated 
in the gas phase during disinfection operation of water storage tanks, it is essential to ensure that 
sufficient air ventilation are provided in tanks and protective equipment against chlorine gas and 
hydrogen chloride be worn by workers.
　A number of non-compliance cases are reported in the inspection and diagnosis of drainage 
equipment and concern is growing about the bad smell and poisoning that may be caused by hydrogen 
sulfide particularly at grease interceptors.
　Backflow accidents caused by easily installed and inexpensive shallow grease interceptors and 
clogged drainpipe are also serious issues. There may be a case where the waste liquid, discharged by 
the use of peeling cleaning for building cleaning, exceeds the discharge limits. If it is discharged to a 
water area for public use, the quality of water may deteriorate.
　Since the Water Quality Pollution Prevention Act, Sewerage Act, or Act on Maintenance of Sanitation 
in Buildings does not stipulate a specific method for waste liquid disposal, a concrete specific method for 
waste liquid disposal is needed.
　Act on Maintenance of Sanitation in Buildings provides control measures against harmful organisms 
based on the comprehensive control method of harmful organisms. However, it is difficult to know that 
these measures are consistently implemented, and a variety of issues are being raised. 
　We also emphasized the need to study the measures for common houses and social welfare facilities, 
which has been a pending matter of concern since the enactment of the law, as well as the expansion of 
the scale of specific buildings.

keywords: Act on Maintenance of Sanitation in Buildings, adjustment of air environment in buildings, 
management of water supply and drainage, cleaning, prevention of rats and insects
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設定に貢献する一方，実施体制の改善強化として，浮遊

粉じん量測定機器の較正義務化に結び付けた [３]．また，
特定建築物の拡大に関するものとしては，１９７４年に実施

した，当時特定建築物として指定されていなかった小規

模ビル（延床面積２,５００㎡～５,０００㎡以下）の衛生管理状
況に関する調査研究 [４] より，１９８０年には建築物衛生法
施行令の一部が改正され，特定建築物の対象範囲を

５,０００㎡から３,０００㎡に引き下げることにより，規模対象
の拡大が実現した．また，建築物の給水設備に関しては

当時，給水管の劣化による赤水問題が顕在化するととも

に，この防止策として使用されていた給水用防錆剤の管

理状況が問題視されるようになっていたことから，給水

用防錆剤の安全性評価を含めた赤水防止に関する調査研

究を１９７４～１９８０年までの長期に渡り進めた [５-８]．
しかし，建築物衛生法の制定から１０年を超えた１９８０年

代後半には，法の趣旨が浸透し維持管理面での向上が図

られるなか，冷却塔由来のレジオネラ症などの新たな問

題が発生し，より高度なビル環境の維持管理が求められ

るようになった．このため，建築物内環境設備の維持管

理方法の検討に着手し，この成果 [９] は，政令改正や厚
生省告示第１９４号「中央管理式の空気調和設備等の維持

管理及び清掃に係わる技術上の基準（技術基準）」に結

実した．この告示は中央管理方式の空気調和設備，給水

及び排水設備，清掃等について，より高度な衛生的環境

の維持管理技術を指導する基準を定める礎となった．さ

らにその後，１９８２～１９８３年には，この技術基準を見直す

ための建築物環境衛生の制度的研究 [１０] が実施され，
法的に建築物衛生法の対象外とされている施設の問題点，

中央管理方式の定義の問題点，あるいは竣工時の完成検

査の必要性及び防錆剤使用基準の策定に関し重要な成果

が得られた．また，１９８２年に実施した高齢者問題に先駆

ける調査研究として老人の特性に合った室内環境及び在

宅医療を考慮した住環境に関する調査 [１１] においては，
高齢者に適合した居住環境衛生基準の設定及び在宅医療

保健の基準並びに指針作成の重要性を提言している．こ

れにより，建築物衛生法の最も特徴的な側面である，建

築物の衛生的環境の維持を行政が指示し，これに対し建

築物衛生管理関係者が啓発・努力するといった制度がよ

り発展する時期を迎え，その社会的意義もより高まって

いったと考えられる．

１９９０年代に，わが国ではいわゆる「シックハウス」と

呼ばれる問題が生じたが，オフィスビルなどの特定建築

物では，建築物衛生法の管理基準の遵守が義務付けられ

ていたため，シックビル問題を抑制できたと言われてい

る．この先例に鑑み，建築物衛生法によって培われた知

識と技術を住宅の環境問題とその対策へ発展させようと，

各種の調査研究が進められた．その成果として，健康リ

ビング実践ガイトライン（給排水編，構造・設備・清掃

編，空気環境編，照明編，臭気編），住宅建材ガイドラ

イン，衣類ガイドライン，災害時の衛生的生活確保ガイ

ドライン，及び建材・機械等の揮発性有機物質に関する

ガイドラインなどが作成された．また，レジオネラ防止

対策に関する調査研究は，１９９２年「レジオネラ肺炎診断

基準と診断・検査及び治療指針」，「在郷軍人病予防のた

めのガイドライン作成調査研究」，１９９３年「レジオネラ

防止指針作成委員会」，１９９４年「レジオネラ症集団発生

の検証等に関する研究会」を経て，１９９７年「シックビル

症候群に関する研究－建築物内のレジオネラ症対策に関

する調査研究」へと引き継がれ，この研究成果の集大成

とし，１９９９年の「新版レジオネラ防止指針」に結実した．

現在，第３版レジオネラ症防止指針が発行されている．

建築物衛生法も制定から四半世紀を超えて，法の基本

概念である維持管理の適正なあり方も１９９８～１９９９年には

大きな変革期を迎えた．「建築物の多様化に対応した新

たなる維持管理手法の構築に関する研究」[１２] が実施さ
れ，建築物内の環境全般に関する抜本的な維持管理のあ

り方が検討され，この成果より，新たな登録事業種とし

て，「建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う業」及び

「建築物の排水管の清掃を行う業」の２業種が加えられ

ることとなった．

２０００年代に入ると，２００２年の建築物の衛生的維持管理

手法に関する研究 [１３] 等により医療施設，社会福祉施
設及び共同住宅等における維持管理の実態調査が行われ，

施設に応じた管理基準の見直しと監視体制の確立が必要

であることが示された．また，２００８年の建築物環境衛生

管理技術者（管理技術者）の実態に関する研究 [１４] で
は，管理技術者の有効活用を図るため，保健所の指導の

もとに特定建築物の検査や特定建築物以外（病院，社会

福祉施設，小規模建築物など）の検査の代行またはコン

サルタント機能を分担させるとともに，保健所の立入り

検査の補助的役割を持たせ，さらにこの際「簡易専用水

道検査」の登録システムを参考とすることが提案されて

いる．

以上のように，同センターでは建築物環境衛生上の認

識の変化や管理技術の発展に伴う様々な課題について検

討を行い，その多くが関係法令の改正につながる多くの

成果を挙げてきた．

建築物環境衛生に関する課題をけん引する最も根本的

な因子は，維持管理に直接従事する技術者や担当行政が

対峙する多様で複雑な問題を適切に共有し，その本質を

把握することである．このため，同センターでは，建築

物の環境衛生に関する具体的な問題に対して意見・議論

を交わし，新たな知見を得ることにより，建築物におけ

る衛生的環境の確保に資することをめざして建築物環境

衛生管理全国大会を定期的に開催し，研究集会やシンポ

ジウム等の行事を行っている．特に，その研究集会では，

建築物環境衛生管理技術者，従事者や関係行政庁の担当

者及び研究機関の研究者の参加を得て，建築物衛生管理

の現状で問題となっている事項に関する調査研究あるい

は事例の発表機会を提供している．

近年，センター研究や建築物環境衛生管理全国大会に

おいて報告され，建築物衛生の観点から対応が求められ
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ている課題のなかから，管理の面で問題になっている事

項に焦点を当て，今後の対応や方向性について解説する．

II. 建築物環境衛生管理基準上の課題

１．空調管理

建築物における空調管理においては，室内の温度・湿

度・気流・清浄度・その他が，温熱空気環境を適切に制

御するために必須な管理として求められている．空調設

備には各種の方式があり，代表的な方式（表１）として

中央方式（熱源分離方式）と個別方式（熱源一体方式）

とに大別されてきたが，近年では独自の発展を重ね，境

界が判然としなくなってきた．

事務所や店舗で使用されているパッケージエアコン

ディショナー（熱源と空調機を一体化もしくは２つのユ

ニットにセパレート化した個別方式空調），ビル用マル

チエアコンディショナー（１台の室外機に対して複数台

の室内機を接続した個別方式空調）並びにエアハンドリ

ングユニット（中央方式空調）の国内出荷台数の推移は，

２０１３ 年における出荷台数を基準とした場合，図１に示
すように，パッケージエアコンディショナー，ビル用マ

ルチエアコンディショナーは，２００７年の夏に表面化した

米国サブプライムローン問題，２００８年９月のリーマン・

ブラザーズ破綻による落ち込みはあるものの大きな変化

は見られない．しかし，中央方式空調システムの設置に

対応したエアハンドリングユニットには長期低落の傾向

が見られ，中央方式空調から個別方式空調への大きな流

れが統計的にも認められている．

この現状を踏まえて，２００３年に改正された建築物衛生

法施行令第２条において，個別方式も定期的な点検及び

清掃を行うことが義務づけられ，規制対象に加えられる

こととなった．ただし，前述したとおり，現在個別方式

の空調設備導入が飛躍的に増加する中，中央方式に比べ，

維持管理に関する頻度・費用・時間が増すことから，管

理上様々な問題を惹起している．なお，この代表的な研

究事例として，２０１１年の建築物環境衛生管理及び管理基

準の今後のあり方に関する研究 [１５] がある．この報告
書の中で，建築物衛生法の立入検査報告において１９９８年
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図１　エアコン，エアハンの出荷実績
（２０１３ 年度基準）

［（社）日本冷凍空調工業会 HP 統計データより作成］

表１　代表的な空気調和方式の例

方式名称熱媒体による分類方式

定風量単一ダクト方式
全空気方式

中央方式
（熱源分離方式）

変風量単一ダクト方式

ダクト併用ファンコイルユニット方式
水─ 空気方式

外調機併用ターミナルエアハンドリングユニット方式

放射冷暖房＋中央式外調機方式
その他

分散設置ヒートポンプPAC ＋中央式外調機方式

分散設置水熱源ヒートポンプPAC 方式熱源水方式個別方式
（熱源一体方式） 分散設置空気熱源ヒートポンプPAC 方式冷媒方式



以降相対湿度と二酸化炭素濃度の不適率が増大した原因

は，２００３年の建築物衛生法施行令改正によって個別方式

空調設備が対象とされたこと，また個別方式空調におけ

る管理の不徹底あるいは居住者・利用者の誤った操作が

関連していると言及している．特に，個別方式空調にお

ける相対湿度制御には相当のエネルギーと保守管理上の

配慮を要することから，４０～７０％の相対湿度管理が十分

に行われていないことも指摘している．

ご承知のように，建築物衛生法では空気調和設備また

は機械換気設備を設けている場合は，定期的に測定を行

い，建築物環境衛生管理基準値に適合しているか否かを

確認することが求められている．

このため，建築物全体の空気環境が把握できるように，

建築物の用途，規模，空調方式，空調系統，居室のレイ

アウト等を考慮して測定点を選定する必要がある．

なお，測定点の選定に当たっては，従来は東京都が示

した参考例（表２）を測定点数の決定に用いることが多

かったが，前述の通り，個別方式空調の普及に伴い，

パーティションで区切られた個室的な部屋（区画）が急

速に増大し，維持管理上の問題点が発生しているため，

中方方式空調を想定した空調比（空調対象面積／延床面

積）等だけでは，実態を正確に評価できない場合が認め

られている．

一方，測定に使用される機器も建築物衛生法で規定さ

れているが，外部機関による定期的な精度管理が義務づ

けられているのは現在のところ先に述べた浮遊粉じん計

だけである．

なお，２００４～２０１２年度までの浮遊粉じん計の較正台

数と修理発生率の推移を図２に示すが，較正台数は

６,６００~７,０００台，較正台数に対する修理比率も３％程度と
ほぼ横ばいの状態にある．

さらに，２０１１年度の修理発生機器の製造後の経過年数

を調べた結果，約半数が購入後１０年を超える機器であり，

精度管理を行っていても経年劣化による不具合を避ける

ことは難しいことが明らかとなっている．

一方，浮遊粉じん計以外の測定機器に対して定期的な

精度管理は義務づけられておらず，定期的なオーバー

ホールなどの精度管理や機器の更新は測定者の判断に委

ねられているため，測定結果に影響を与えることも危惧

されるところである（表３参照）．
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図２　粉じん計の較正台数と修理発生率の推移

表２　空気環境測定点数（例）

１ビル当たりの測定点数１測定点当たりの床面積
（㎡）

測定を要する延床面積
（空調比６０％の場合：㎡）延床面積（㎡）

６３００１,８００３,０００

８４００３,０００５,０００

１２５００６,０００１０,０００

１５８００１２,０００２０,０００

１８１,０００１８,０００３０,０００

３０２,０００６０,０００１００,０００



２．給水管理

建築物内で供される飲料水の安全性は，人々の健康に

直結するため重要である．このため，建築物衛生法では，

建築物の貯水槽の清掃と消毒の方法を示すとともに，貯

水槽清掃業として登録要件が定められている．

現在，貯水槽清掃時の消毒では，表面に付着する有機

物（バイオフィルム）等を除去するため，有効塩素が５０

～１００ppmの高濃度の塩素剤が使用されている．しかし，
消毒剤からは有害な塩素ガスや塩化水素などの発生も懸

念されるため，貯水槽清掃時の作業者の安全衛生対策を

講ずる上で，貯水槽内における空気質の実態を把握する

ことが不可欠である．しかし表４に示すように，その実

測例は極めて少ない．当センターが実施した調査により，

次亜塩素酸ナトリウム溶液と酸性洗剤を併用した受水槽

において，酸化還元反応による高濃度の塩化水素ガスの

発生が認められており，作業を実施する際に，塩化水素

ガスの防止対策を講じるよう提案している．

また，消毒剤から発生する消毒副生成物の一つである

トリハロメタンは揮発等により気相に移行するが，この

気相トリハロメタンを吸入することによる経気道暴露が

懸念されている．既往の報告例 [１６-３３] は屋内水泳プー

ル，公衆浴場や一般住居に多く，その濃度は１０１～

１０２ng/m3程度で，多くの場合水中のトリハロメタン濃

度と気相中のトリハロメタン濃度との間に相関関係が認

められている．このうち，東京都と神奈川県内の公衆浴

場における水中及び気相中のトリハロメタンの実態調査

例 [２０] をもとに，浴室在室時間を３０分，体重５０kgの成
人の１日あたりの呼吸量を１５m3と仮定して推算したクロ

ロホルムの経気道曝露量は０.１～３.０ng/kg/dayであると
報告されている．この推算結果より，公衆浴場での入浴

の際，トリハロメタン類の１.１～２３.０％に相当する量のク
ロロホルムにより経気道曝露される可能性が示唆される．

ただし，屋内水泳プール，公衆浴場の調査例に比べ，

貯水槽内での実測例はほとんどなく，貯水槽の気相中の

トリハロメタンの発生量や経気道曝露については不明

な点が多い．このため，センター研究において貯水槽の

水中及び気相中のトリハロメタンの実態を調査したと

ころ，クロロホルムとブロモジクロロメタンについて，

水中と気相中の濃度に相関があることが認められた

（図３）[３４] ．これより，高濃度の消毒剤を使用する貯水
槽清掃時には，高濃度のトリハロメタンの発生が予測さ

れるため，作業者の経気道曝露が危惧された．さらに，
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表３　空気環境測定用機器および器材（建築物衛生法施行規則第３ 条の２）

精度管理上の規制・機器選定の規制準用機器標準器材
（建築物衛生法施行規則第３条の２）測定項目

（公財）日本建築衛生管理教育セン
ター（厚生労働大臣登録粉じん計較
正機関）内に，建築物衛生法に基づ
く粉じん計の精度管理を実施．また
は，較正技術委員会で測定機器の採
択について審議．

厚生労働大臣の登録を受け
た者により当該機器を標準
として較正された機器また
はマルチ測定器

グラスファイバーろ紙（０.３マイク
ロメートルのステアリン酸粒子を
９９.９パーセント以上捕集する性能を
有するものに限る）を装着して相対
沈降径がおおむね１０マイクロメート
ル以下の浮遊粉じんを重量法により
測定する機器

１　浮遊粉じんの量

精度管理規制なし・機器選定（分解
能・検出限界）の規制なし

施行規則第３条の２に掲げ
る同程度以上の性能を有す
る機器　定電位電解法又は
マルチ測定器

検知管方式による一酸化炭素検定器２　一酸化炭素の含有率

精度管理規制なし・機器選定（分解
能・検出限界）の規制なし

施行規則第３条の２に掲げ
る同程度以上の性能を有す
る機器　非分散型赤外線吸
収法又はマルチ測定器

検知管方式による二酸化炭素検定器３　二酸化炭素の含有率

精度管理規制なし・機器選定（分解
能・検出限界）の規制なし

施行規則第３条の２に掲げ
る同程度以上の性能を有す
る機器　電気式温度計又は
マルチ測定器

０.５度目盛の温度計４　温度

精度管理規制なし・機器選定（分解
能・検出限界）の規制なし

施行規則第３条の２に掲げ
る同程度以上の性能を有す
る機器　電気抵抗湿度計又
はマルチ測定器

０.５度目盛の乾湿球湿度計５　相対湿度

精度管理規制なし・機器選定（分解
能・検出限界）の規制なしマルチ測定器０.２メートル毎秒以上の気流を測定

することができる風速計６　気流

精度管理規制なし・厚生労働省内の
諮問委員会にて測定機器の採択につ
いて審議

厚生労働大臣が別に指定す
る測定器　①検知管法　②
定電位電解法　③電気化学
的燃料電池法

２,４－ジニトロフェニルヒドラジン
捕集－高速液体クロマトグラフ法に
より測定する機器，４－アミノ－３
－ヒドラジノ－５－メルカプト－
１,２,４－トリアゾール法により測定す
る機器

７　ホルムアルデヒドの量



表４に示すように，木村らが実施した貯水槽作業従事者

に対するアンケート調査結果では，貯水槽清掃作業者の

保護具の着用率が低いことが報告されており，貯水槽清

掃作業には，槽内の十分な換気と消毒剤由来の気相暴露

に対する保護具の着用を周知徹底することが重要と考え

られる．

３．排水管理

排水設備の適正な維持管理は，機能保全はもとより衛

生的観点から極めて重要である．定期的な点検・診断と

清掃が必要となるが，実際には不適合の事例 [３５-３９] が
多いことから，以下に代表的な問題点をとりあげて示す．

営業用厨房では，調理で使用する多量の油脂類（グ

リース・油類）が排水に混入・凝固し，排水管内に付

着・堆積するため，排水不良・管閉塞が生じ，排水機能

が損なわれる．このため，グリース阻集器が設けられる

が，維持管理に不備がある場合は，排水中に発生する硫

化水素により排水設備が腐食され漏水などを引き起こす

（表５）[３５] ．特に近年，排水清掃の硫化水素による死亡
事故が散見しているため，硫化水素濃度・酸素濃度測定

器，換気用送風機，マスク等の安全保護具の装備と酸素

欠乏症等防止規則に規定される安全管理の徹底が重要と

なる．

また，近年，施工が容易で安価な浅型グリース阻集器

が採用されているが，小容量で水深が浅いため，阻集効

率が悪く側溝や流入管に逆流する恐れがある（写真１）．

なお，バスケットが浅く厨芥があふれ出る事例やトラッ

プ管が外されている場合も多く見られるので，注意する

必要がある．

その他，排水管・継手内に付着した油脂類のため，必

要な流水断面積が確保できず排水不良や管閉塞を生じる

場合がある．写真２は，テナントビルの営業用厨房排水
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表４　貯水槽の消毒作業における健康影響の調査事例一覧

出典調査結果の概要調査時期

労働省労働衛生課
 （１９８３）

給排水設備の保守管理を行う衛生管理業者が貯水槽の洗浄消毒作業を行っていた．作業は，洗浄
→水洗→消毒の順で行っていた．洗剤はリン酸系化合物，消毒液は次亜塩素酸ナトリウム溶液で
あった．最初の洗浄時に誤って次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用した．その後洗剤を追加する際，
リン酸系洗剤を追加したところ塩素ガスが発生し，作業者がのどの激しい痛みを訴えた．その後
作業者は１０日の入院治療を受けた．この事例の原因は，リン酸と次亜塩素酸ナトリウムが反応し
て塩素ガスが発生したことであった．

１９８２年頃
（推定）

木村（１９８５）社団法人全国飲料水槽清掃管理協会の会員に対して，使用消毒液濃度，作業従事者の健康影響等
に関するアンケート調査を行い，２０７社から回答を得た．有効塩素濃度５０ppmの作業者が最も多く，
消毒作業後の事故の発生はなかった．有効塩素濃度の増加に伴い，作業従事者の主訴・症状の件
数が増加していた．

１９８４年

木村（１９８６）建築物飲料水貯水槽清掃業北海道知事登録会社の作業従事者に対して，使用消毒液濃度，作業従
事者の健康影響等に関するアンケート調査を行い，８７名から回答を得た．有効塩素濃度５０ppmの
作業者が最も多く，１９８４年の調査結果とほぼ同様の傾向であった．作業時に，メガネ，マスクを
使用していない従事者が多く，それぞれ５４％，７６％であった．また，手袋の未使用者も１７％で
あった．

１９８６年

財団法人ビル管理教
育センター杉山ら
（１９９９）

都内のマンションにおいて，FRP製貯水槽清掃時に塩素ガス，塩化水素ガス濃度を調査した．さ
び落としのためにFRP専用の酸性洗剤を使用した受水槽では，次亜塩素酸ナトリウム溶液との反
応により高濃度の塩化水素ガスの発生が認められた．実験的に行った調査でも，高濃度の塩化水
素ガスが確認された．

１９９９年

図３　貯水槽のトリハロメタン濃度

表５　某ホテルの排水槽内悪臭物質・臭気濃度



系統の排水横枝管における詰りの事例であるが，１０年程

度清掃を実施しなかったために，層状に油脂類が付着し

ている状況が認められた．

４．清掃・廃棄物管理

建築物清掃は，ごみやほこり，汚れなどを適切に除去

し，衛生的環境の確保，美観の維持，安全の確保，保全

の向上等を目的として行われる業務である．なお，具体

的な清掃作業は，ビルクリーニング作業と建築物内廃棄

物処理作業とに大別される．また，自然環境に配慮した

持続可能な社会の構築が重要視されている現在，建築物

清掃においても廃棄物の発生抑制，資源の再利用および

適正な処分に対する業務が重要視されている．

なかでも，ワックス廃液処理方法のあり方が現在問題

となっている．床維持剤および床用洗剤として使用され

ている樹脂ワックスを剥離剤で取り除く際に発生する廃

液は，排出基準値を超える場合があるため，公共用水域

に排出されると，水質を悪化する恐れがある．しかしな

がら，水質汚濁防止法，下水道法，建築物衛生法のいず

れも廃液処理方法は定められていない．

このため，公益社団法人全国ビルメンテナンス協会で

は，２００７年にガイドライン「建築物清掃作業における廃

液処理」を策定するなどして，廃液に関する知識の普及，

適正処理に向けた啓発に取り組んでいる．

さらに，２０１３年には全国ビルメンテナンス協会会員会

社にアンケート方式で剥離洗浄廃液の処理・処分方法の

実態について調査している（表６）[４０] ．その結果，剥
離洗浄時廃液の処理方法について，「処理剤を用いて処

理し，産業廃棄物として排出，または下水道・浄化槽に

排出」は４８.３％であったが，「何もせず，そのまま掃除
用流し等から下水道・浄化槽に排出」も２７.６％存在して
いた．また，廃液処理に関する悩みは，「処理費用や人

件費などが負担である」が６５.６％と高い割合を占めてい
た．さらに，廃液処理以外の環境負荷軽減対策としては，

「剥離洗浄回数の削減」を実施している会社が最も多く

２７.４％，次に「ワックスメーカーが提案する環境対応
ワックスやシステムの活用」が２５.８％であり，その具体
例としては，①樹脂ワックスの膜厚を厚くしない管理，

②高耐久性樹脂ワックスの使用，③亜鉛を含有しない樹

脂ワックスの使用，④コーティング剤の使用などであっ

た．その他，ほとんどの会社で費用負担を取り決めてい

ないことなど，剥離廃液処理について様々な問題が認め

られたことを報告されている．

なお，現在，剥離廃液処理に関する行政指導はほとん

どないが，わずかに大阪府では，産業廃棄物の処理基準

（環境農林水産部環境管理室事業所指導調整グループ，

２０１２年１２月１２日）により，床ワックス剥離廃液を発生さ

せたメンテナンス業者またはビルの所有者あるいは管理

者が排出事業者となるため，契約で排出事業者の責任の

所在および費用負担についてあらかじめ定めておくこと

が望ましいという指導をしている．

このため，公益社団法人全国ビルメンテナンス協会で

は，効率的かつ有効な剥離洗浄廃液の処理方法等並びに

大阪府等の行政指導を参考とした排出事業者の考え方を

盛り込んだ「剥離洗浄廃液の処理・排出方法に関するガ

イドライン」を新たに策定し，ビルメンテナンス会社や

建築物維持管理権原者に普及啓発を行っている．

５．防除

建築物内で見られるねずみ・昆虫等の有害動物は，感

染症の媒介，刺咬による痒みや皮膚炎の発生，アレル

ギー疾患の原因など，人体に対して直接的な健康被害を

引き起こすほか，大量に発生して不快な状況を招き，快

適な生活や活動環境を阻害する要因となる．このため，
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写真１　浅型グリース阻集器逆流事例

写真２　排水管詰り事例

表６　剥離洗浄廃液の処理方法

構成比回答数選択項目

４８.３％１４件処理剤を用いて処理し，産業廃棄物とし
て排出、または下水道・浄化槽に排出

２４.１％７件処理剤は用いず、そのまま産業廃棄物
として処分

２７.６％８件何もせず、そのまま掃除用流し等から
下水道・浄化槽に排出

１００.０％２９件合計



これら有害動物の発生を常に監視し，密度を一定レベル

に抑える対策（防除）が不可欠となる．

なお，有害動物が発生した場合は，薬剤を利用したり，

器具で捕殺したりするほか，侵入や移動を防止などの防

除作業を行うが，この場合，人や環境に対する影響を可

能な限り少なくするための配慮が重要となる．

特に，１９９８年の盛岡市内の独身寮や２０００年の北海道静

内の特別養護老人ホームで発生した防除作業に使用した

殺虫剤による中毒事故事例などから殺虫剤などの薬剤に

対する健康や環境への影響に関心が高まっている．この

ため，図４ [４１] に示すように，２００６年の自治体や防除
業者等が衛生害虫の駆除のために使用する防疫用殺虫剤

の販売数量および金額は１９８５年と比較し，１/５程度まで減
少している．このような社会変化を背景として，建築物衛

生法では，総合的有害生物管理（IPM: Integrated Pest 
Management）に基づく有害生物の管理対策が規定され
ているが，安定して実施されているとは言い難い現状で

あり，様々な課題が提起されている．

このため，（公社）東京都ペストコントロール協会で

は，２０１１年にIPMに関するアンケートを（公社）東京都
ビルメンテナンス協会会員，（公社）東京都ペストコン

トロール協会会員および東京都環境衛生担当職員に対し

て実施している [４２]．
その結果（図５～８），「①IPMの認知度は十分ではな
いが，適切な考えと理解されていること」，「②防除業務

は薬剤偏重からIPMへ大きく脱皮，薬剤費は減少し，薬
剤以外の方法が増加，現場も改善されていること」と建

設的評価がある一方，「③経費増を契約価格に転嫁しに

くいこと」，「④ビルオーナー，ビル管理者，テナントの

理解が得られにくく，防除業務への評価も低いこと」と

いった立場による認識の違いや運用上の問題点が明らか

となっている．このため，IPMの円滑な運用や普及のた
めには，防除によってどのくらいの効果が期待できるか

を事前に説明・同意を得る「インフォームド・コンセン

ト」による防除を構築することを提案している．また，

現在，一般的に実施している直接経費（薬剤費，作業人

件費など）だけの見積方法では，生息調査などの時間や

経費（間接経費）を反映できないため，「目標水準を維
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図４　防疫用殺虫剤の推移

図５　IPMの認知度



持し，成果を達成するための業務内容」を見積に含める

ことが必要であると報告している．

III. 建築物環境衛生管理基準以外の課題

１．竣工時の完成検査

建築物衛生法は，もっぱら建築終了後の維持管理を規

制する性格をもっているわけであるが，建築物の設計あ

るいは構造設備等に欠陥がある場合は当然良好な維持管

理をできない場合が生ずる．

なお，現在，申請時における建築物確認は，特定建築

物について建築主事から保健所長への通知，また逆に保

健所長から建築主事へ意見を述べることができることに

より調整を図っている（図９）．
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図６　IPM導入後の薬剤の使用状況

図７　契約金額の変化 図８　オーナーの協力

図９　建築確認申請時審査の事務処理手順



このため，当センターでは保健所の建築確認時審査が

適切かつ有効に実施されるために審査マニュアルを発行

している．

審査マニュアルでは，建築基準法第９３条第５項・第６

項の規定に基づく審査手順を示した上で，審査の要点と

解説について①空気調和設備，②飲料水設備 ，③雑用
水設備，④排水設備，⑤清掃・廃棄物・再利用物保管場

所，⑥防虫・防そ構造，⑦化学物質（ホルムアルデヒド

等）対策，⑧その他の審査事項に分類し解説している．

さらに，実践的な情報を提供するため事例集も併せて掲

載している（図１０）．しかし，２００４年度の発行以降，前

述したように，個別方式空調設備の維持管理の実態や

IPMの実態などの新たな問題が発生していることや
PM２.５等の新たな環境問題も浮上している．
また，法制定当時の建築物の維持管理形態は，その多

くがビル所有者とビルメンテナンス会社との直接的な契

約に基づいて実施していた．しかし，現在は建築物にお

ける不動産運用の多様化によって様々な形態を有してい

る．そのため，法令上の権原についてより明確な考え方

が必要となっている．

この現状より，建築確認申請時における正確かつ系統

的な知識を得て，有効な審査を実施するために，維持管

理権原者の解釈や新たに導入された管理項目の追加や内

容の見直しを至急進める予定である．

２．特定建築物の規模に関する対象範囲

３,０００㎡未満の特定用途の建築物を対象に１９９７年に実
施した，数量推定とその維持管理実態についての調査 [４３]
より，現状の特定建築物と比較して，３,０００㎡未満の建
築物は維持管理上の問題が多く，行政上の何らかの対応

が必要であると提言している．特定建築物の規模に関す

る規定は，１９７３年に８,０００㎡から５,０００㎡，そして１９７５年
には５,０００㎡から３,０００㎡に対象範囲の拡張が図られてき
たが，それ以降４０年近くにわたり，規制改正が実施され

ていない．管理や指導上の負担に配慮し，段階的に今後

２,０００㎡程度までの対象規模の拡張を検討することが必
要と考えられる．なお，２００８年度の法人土地・建物調査

より，２,０００㎡以上３,０００ ㎡未満の特定建築物数を概算し
たところ，３２,２０２棟が試算された（表７）．
また，試算した対象施設に建築物環境衛生管理技術者

を選任する場合，過不足がないかを検討するため，建築

物環境衛生管理技術者のうち，規制上活用されていない

有資格者数（活用可能者数）を試算したところ，表８に

示すように，２００９年度の資格者の実態から，２５,７９０名と
推定された．これらの結果より，２００９年度の活用可能者

の数と比較し，２,０００㎡以上３,０００㎡未満の特定建築物の
推定数の方が６,４１２棟多いが，両者に極端な差はなく，
管理技術者の選任の方法として，例えば現在認められて

いる兼任などを検討すれば，ある程度は特定建築物に準

拠した維持管理が可能となることが認められた．ただし，

兼任が認められる場合は，それら特定建築物が近距離に
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図１０　審査の要点と解説（抜粋）

【解  説】
　ネズミが排水溝や

下水道を伝わって建

築物内に進入してく

ることは良く知られ

ている．トラップま

たは阻集器の入口前

に図のような堅固な

金網を設置する．

６-２-４　排水口，排気口等が外部と接する場所には，

耐蝕性で堅固な金属網等の防そに有効な措置を講

じること．

図１１　従前築物の契約形態

図１２　新しい契約形態（１）

図１３　新しい契約形態（２）
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表７　２,０００㎡以上３,０００㎡未満の特定建築物数（概算）

表８　建築物環境衛生管理技術者の活用可能数



あることや，特定建築物の維持管理権原者が同一で，か

つ，空気調和設備や給水設備等の設備が類似の形式であ

り，管理方法の統一化が可能であるという条件を満たさ

なければならない．

IV. 今後の課題

建築物衛生法に基づく環境管理は，建築物における衛

生的環境の維持管理を行政指導により実施している入念

なスキームが特徴で，世界的にも例のない特異なものと

いわれている．なお，この類稀な法制度によって我が国

の建築物環境は，現在おおむね良好な状況で推移してい

る．これは建築物の経営者，管理業者などの建築物管理

関係者が建築物衛生法に則して努力した結果であり，こ

の制度の社会的意義を証明している．

しかし，現在，建築物の大型化・複雑化に伴い，オ

フィス，住宅，商業施設，ホテル等の複合用途が進む中，

用途に応じた区域，あるいは地域性や季節性に即したよ

りきめの細かい維持管理が必要とされている．

さらに，社会における活動や生活の多様化並びに高度

化によって，社会的価値観は，統一的あるいは一元的な

ものから個別的あるいは多元的なものへと変容し，これ

に呼応して社会制度も多元的な対応を重要視する傾向に

ある．

特に，超高齢社会を迎えた我が国においては，高齢者

の福祉サービスは不可欠なものとなり，高齢者社会福祉

施設の整備も様々な展開を見せている．しかし，その急

激な変化に伴い，レジオネラ症対策を始めとする高齢者

社会福祉施設における環境衛生に係わる問題も多数顕在

化している．

さらに，居住環境への国際的な取り組みとしては，

WHOが提唱する「Housing and Health」に代表される
ように，安全で快適な生活への対応も始まっている．

この現状を鑑み，建築物衛生法制定以来の懸案となっ

ている一般住宅や社会福祉施設などにおいても，安全，

健康，快適といった面の確保を図るべく，対策を考慮す

る必要性がいよいよ高まってきたと考えられる．このた

め，建築物衛生法により培われた維持管理手法を礎とし

て，一般住宅や社会福祉施設などの居住者や管理者に対

して情報を提供し，建築物衛生法とその支柱となる「有

害な環境要因の除去並びに衛生的で快適な環境の確保」

の精神について広く認められることが重要である．つい

ては，その情報発信の一例として，当センターと公益社

団法人全国ビルメンテナンス協会では共同広報事業とし

て「快適な暮らしのガイドライン」を発行・配布している．

このガイドラインは，建築物衛生法による維持管理技

術をもととして，現在問題となっている放射線やPM２.５

による健康影響，トコジラミ問題や感染症対策並びに健

康弱者にも配慮した健康管理について加筆し，安全で快

適な暮らしの一助となることを目指すものである．
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